
  

 

  

  

 

 

 

農地利用の最適化に向けて、市長に意

見書を提出しました 
 

 令和７年１１月１４日、「令和８年度湖南市農地等利

用最適化推進施策に関する意見書」を湖南市長に提出し

ました。これは農業委員会法の規定に基づき、農地等利

用の最適化を効率的かつ効果的に実施するための必要

な施策等について、市に意見書を提出するものです。 

 

我が国の農業経営を取り巻く環境は、農業従事者の減少と   

耕作放棄地の増加、相次ぐ自然災害による農産物への被害等大変  

厳しい状況にあります。 

また、国際情勢の著しい変化等により、燃油や肥料等の価格が  

高騰する等、農作業に係る経費が増大しており、農業経営は大変 

厳しい状況にあります。ついては、湖南市の農地利用の最適化と 

地域農業の発展に向けて、以下のとおり意見書を提出しました。 

 

 

        ～意 見 書 の 主 な 内 容～ 

 

１ 地域農業の活性化推進に向けて 

・希望が持てる生産者のための価格設定を国・県等に要望を 

・農業に積極的に参画出来る環境整備を 

・地域農業の活性化推進に向けて農業関係予算の確保を 

 

 

２ 担い手への農地利用の集積・集約化について 

 ・担い手対策と集落営農法人の運営                      ↑農地パトロールの様子 

 ・「地域計画」の策定後の支援                          （石部地先） 

 ・農地中間管理機構等への集積（農地中間管理事業の農業者への周知など）      

 ・農地の基盤整備の推進（ほ場の大区画化と優良農地の確保、老朽化する農業用水路施設の改修整備など） 

 

３ 遊休農地の発生防止・解消について 

 ・遊休農地の実態と発生防止・解消対策 

 （農地の適正管理と効率的な利用の確保の周知、遊休化の未然防止に向けた対策など） 

 ・一団化した遊休農地の活用対策 

 ・農地中間管理機構による遊休農地対策 

 ・地域を支える小規模経営農業者に対する支援対策 

 ・有害鳥獣被害防止対策 

 ・農業委員会の事務局体制について 

※意見書の詳細は市ホームページをご覧ください。 

湖南市農業委員会だより 
令和８年３月 15日発行 

第 33 号 
湖南市農業委員会 

湖南市中央一丁目１番地 
℡０７４８－７１－２３６２ 



 

「甲賀地域農業者のつどい」に参加しました 

１月３１日、甲賀市の「碧水ホール」にて、甲賀地域 

農業センター主催による「甲賀地域農業者のつどい」が 

開催され、農業委員および農地利用最適化推進委員も出席 

しました。 

近畿農政局滋賀県拠点（国）による令和８年度農林 

水産予算概算決定の報告等に続き、「これからのコメ 

流通と収益のあがる稲作経営に向けて」について（公財） 

流通経済研究所の講師の方による講演があり、実状等を踏ま

えた米の動向に関する説明がされ、参加者は興味深く講演を

聞いておられました。 

 稲作が盛んな湖南市にとって参考となるものでした。 

 

 

湖南市農地賃借料情報(令和７年中) 

 令和７年１月から令和７年12月に、農用地利用集積計画（利用権設定）によって賃貸借された農地の賃借料

水準（10ａ当たり）は次のとおりです。 

【田(水稲)の部】                      （単位：円） 

締結(公告)された地域 平均額 データ数(筆) 

湖南市全域 
基盤整備地域 ７，１００ １０３ 

未整備地域 ４，７００ ４６ 

(参考)湖南市平均  ６，４００ １４９ 

・賃借料を物納支給（水稲）としている場合は、米60㎏当たり３５，０００円で換算しています。 

・賃借料の発生していないもの(使用貸借)が６３筆ありました。 

・金額は算出結果を四捨五入し、100円単位としています。 

・なお、上記の金額は湖南市農業委員会として把握しているもののみとなります。 

・耕作者と地権者は合意のうえで、地権者が耕作者へ管理料などとして支払っている場合もあります。 

 

農地法等の取扱い件数（令和７年中）  

令和７年１月から令和７年12月に、農業委員会総会で審議した農地法等の取扱い件数は次のとおりです。 

種別 件数 種別 件数 

第3条（農地の権利移転(売買等)） 許可  １３ 第18条 

（合意解約） 
２５ 

   届出(※)  ４４ 

第4条（自己所有農地の転用） 許可  ５ 形状変更 

（田畑転換） 

０ 

   届出(※)  ８ 

第5条（農地を権利移転(売買等)して

転用） 

許可 

(うち一時転用) 

 １２ 

  ０ 

農用地利用集積計画 

および 

農用地利用集積等促進計画 

（利用権設定）(※) 

 

 

２１９ 

   
   届出(※)  ２５ 

※第3条届出：相続等による届出。 

※第4条および第5条届出：市街化区域内農地の転用届出。 

※利用権設定：農業経営基盤強化促進法または農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地の貸借。 

 

 

  


